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１．指定管理者の名称、主たる事務所の所在地  

指定管理者の名称  大阪市住宅供給公社 

主たる事務所の所在地  大阪市北区天神橋６丁目４番２０号 

 

２．代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先  

代表者の氏名  大阪市住宅供給公社 理事長  田中 義浩 

担当者（業務責任者） 
 平野住宅管理センター所長   金川 聡 

          （連絡先）06-6703-4236 

 

３．市営住宅等の管理の業務の実施状況  

  令和６年度の市営住宅等指定管理業務について、弊社の市営住宅等指定管理業務実施に係
る以下の「基本理念」と「基本方針」に則り実施しました。 

 
「基本理念」 

 安心して暮らせる社会の実現を目指し、私たちの「強み」を最大限に発揮して、公平で心
に寄り添った市営住宅管理を全力で進めます。 
 

「基本方針」 
 次の８項目を基本方針として業務を実施しました。 
  １ 公平・公正なサービスを安定的・継続的に提供いたします 
  ２ ご入居の方々の心に寄り添ったきめ細かなサービスを提供いたします 
  ３ 個人情報の厳守と人権の尊重による管理運営を進めます 
  ４ 緊急時等の的確な対応など、安全・安心な暮らしの場を確保いたします 
  ５ コミュニティを育む住環境の形成を支援いたします 
  ６ 市民に支持される厳正な管理を進めます 
  ７ 市営住宅ストックの効果的・効率的な維持管理を進めます 
  ８ 地域・NPO 等と連携し、充実したサービスの提供と地域への貢献を進めます 

    

（１）平野住宅管理センター業務の実施状況  

 平野住宅管理センター（以下「当センター」という。）が管轄する平野区の市営住宅 52

団地 24,565 戸について、所長以下 45 名体制で次の業務を実施しました。（R7.3.31 時点） 

① 平野住宅管理センター来訪件数等  

・年間来訪件数 23,553 件、年間電話問合せ件数 49,388 件ありました。来訪件数の月

間推移は「別表 1」のとおりです。 

②  入居者募集関連業務 

・中堅層住宅の空き住戸の案内に加え、7 月と 2 月の定期募集時に公営住宅の空家見

学会を行いました。 

７月 (R6.7.5 及び R6.7.10 の 2 日間 長吉長原東住宅で実施） 

  ２月 (R7.2.6 及び R7.2.13 の 2 日間 瓜破東 1 丁目住宅で実施) 

・入居者募集関連業務として、募集期間における「申込みのしおり」の配布及び入居

資格等の問合せなどについて対応しました。 
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③ 入退去等の手続業務  

 

④ 居住の上での各種手続き及び入居者への指導、連絡等に関する業務  

・入退去等の手続業務において、公募により入居される方への鍵渡し件数及び退去に

伴う返還届の受理件数、附帯駐車場の使用承認書交付件数及び返還届の受理件数に

ついては「別表２」のとおりです。 

その他、次の入退去等に係る業務を行いました。 

・建替事業等に伴う市への空家住戸鍵の引継ぎ業務（444 件） 

・附帯駐車場の目的外使用許可に関する補助業務（34 件） 

・時間貸し等駐車場事業に関する業務（16 団地） 

・市からの指示に基づく附帯駐車場の駐車区画集約に伴う駐車区画移動等の調整業務 

 （1 団地、移動台数 32 台） 

・住宅返還に伴う退去前立会検査業務(804 件)、退去後の住戸検査業務(1,016 件)  

・単身者の死亡等による住宅返還手続に係る相続人調査業務(113 件) 

・敷金還付請求書の送付及び請求内容審査業務(138 件) 

・住宅及び附帯駐車場に係る各種申請及び届出等の受付・審査件数等については「別

表３-１」及び「別表３-２」のとおりです。 

・休日・夜間等の緊急連絡の対応件数は「別表４」のとおりです。 

・入居者の保管義務等違反、苦情及び不正入居等に係る対応件数については「別表５」

のとおりです。 

 （対応処理状況については「市営住宅管理システム」にて月次で市へ報告） 

・「使用承認状況証明書」及び「自動車保管場所使用承諾証明書」の発行件数は、 

 「別表６」のとおりです。 

・連絡員の選任状況は「別表７」のとおりです。 

・貸付停止住宅等の共用部分の空家戸数相当分の電気料金の支払い状況は「別表８」の

とおりです。 

・住宅での巡回受付管理業務の実施状況は「別表９」のとおりです。 

 なお、今年度は巡回対象住宅の自治会に巡回受付管理業務の実施の可否をお聞きし

て、瓜破西住宅と瓜破 2 丁目住宅にて実施しました。 

 

 その他「居住の上での各種手続き及び入居者への指導、連絡等に関する業務」とし

て仕様書等に則り以下の業務を行いました。 

 〇入居者の安否確認業務（確認件数 196 件） 

 〇空家及び市営住宅の附帯施設の鍵の管理業務 

 〇業務責任者を防火管理者に選任し管轄する市営住宅の消防計画の策定及び避難

訓練等防火管理業務 

 〇当センター管轄の全自治会に役員選任状況の聞き取り調査や共用部分の管理、集

会所の運営など自治会等との連絡調整業務 
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 ⑤ 家賃・駐車場使用料の収納に関する業務  

・家賃決定のための収入認定、家賃変更（収入更正、家賃福祉減免）、駐車場使用料の

減免決定に係る補助業務等の処理対応件数は「別表１０」のとおりです。 

・家賃・駐車場使用料収納業務及び滞納整理業務の処理対応件数は「別表１１」のとお

りです。 

・高額所得者明渡請求等補助業務の処理対応件数は「別表１２」のとおりです。 

 

 

⑥ 施設管理に関する業務  

・施設の補修・整備に関する業務の処理対応件数については「別表１３」のとおりです。 

・施設の保守点検に関する業務の内、外部委託による保守点検実施件数は「別表１３」

のとおりです。また、従事職員３名により毎月、当センターが管轄する全住宅につ

いて現場巡視を行いました。（現場巡視状況は月次で報告） 

・新築住宅等引継業務件数及び建替住棟閉鎖の対応状況は「別表１４」のとおりです。 

 

その他「施設管理に関する業務」として仕様書等に則り以下の業務を行いました。 

 〇募集センターと連携し市からの提供データに基づく、住宅の用途廃止、住戸改善 

  事業又は新築住宅の住宅データの追記及び修正、住宅敷地内樹木等の変更による 

  図面の修正などの「市営住宅管理システム」への更新入力業務 

 〇計画改修工事の実施に伴う工事施工事業者へ必要な情報提供及び支障物等の   

 撤去や自治会等への調整を実施 

 〇市へ提出された行政財産使用許可申請について市の使用許可判断のための確認   

 補助業務を実施（確認書発行件数 59 件） 

 〇行政財産使用許可に伴う工事実施の現場履行確認（対応件数 5 件） 

 

 

 ⑦ 敷地管理に関する業務  

・敷地巡回点検業務を毎月実施し、市営住宅敷地内において許可を得ず設置されてい

る不占物について、随時、撤去等の指導を行いました。 

（巡回及び指導状況は月次で報告） 

・附帯駐車場の使用状況について月１回以上の巡視を行い、不適正使用があった場合

は市の「指導マニュアル」に基づき適正化指導を行いました。 

（巡回及び指導状況は月次で報告） 

・市営住宅敷地内に設置されている看板の適正管理については、市との協議のもとに

年間取組みのスケジュールを策定し、市の「看板適正管理対応マニュアル」に基づ

き適正化指導を行いました。 

（指導内容について、随時、市と協議し、実施状況を報告） 
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 ⑧ 上記業務に付随及び関連する市営住宅等の管理に必要とされる業務  

≪市営住宅等の管理に係る危機管理及び安全管理について≫ 

・大阪市営住宅等指定管理業務基本協定書第 12 条に定める「緊急時発生対応計画」

に基づき、迅速かつ的確に事故や災害等への対応を行いました。 

・８月８日に発生した日向灘の地震に伴い、気象庁より南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震注意）が発表され、当センターにおいても市との情報連携を図るために災害

動員を発令し、体制を整えました。 

・火災や漏水等の事故発生時には、速やかに市へ事故報告を行うとともに「緊急時発

生対応計画」に基づき、適切な処理対応を行いました。 

 （処理対応件数は「別表５」参照） 

・当センターでは弊社が独自に作成している「災害時行動マニュアル」を常備してい

ます。随時、従事職員に周知するとともに、災害発生直後から職員が災害対応を開

始できるよう当センターに備蓄している各種防災備品（帰宅困難者対応備品、救急

用備品、事務所応急対応備品等）の在庫や消費期限などの確認を行いました。 

≪その他の市営住宅等の管理に必要とされる業務≫ 

・建替事業による除却予定の閉鎖住棟における配管等盗難防止策を行いました。 

（防犯カメラの設置） 

・業務実施場所である「平野住宅管理センター」の維持管理業務を市の仕様書等に則

り適切に行いました。（随時、市において履行確認済み） 

 

 

(２）サービス向上策の実施状況  

 ① 経費縮減に係る取組み 

   空家補修及び緊急補修業務においては、公募により実績のある施工業者を「緊急補修

業者」として選定し、過度な補修工事とならないよう弊社が策定した「標準単価表」に

より「緊急補修業者」の補修工事の仕様や単価を統一して経費の縮減を図っています。       

保守点検業務については令和３年度から最長５年間の長期継続契約を締結し、長期契約

によるコスト縮減を図るとともに、安定して業務が実施できる体制を構築しています。 

 

 ② 平野住宅管理センター窓口営業時間  

  月曜日から金曜日の平日の営業に加え、土曜日、毎月最終日曜日の 9 時～17 時 30 分

までの窓口営業を行いました。 

 ・土曜日来訪件数 1 日平均 約 40.2 件 ・日曜日来訪件数 1 日平均 8.8 件  

  各月の最終日曜日の実施日は下記のとおり 

 （4/28・5/26・6/30・7/28・8/25・9/29・10/27・11/24・12/22・1/26・3/30） 

  なお、２月については祝日のため実施していません。 

 

③ 入居者支援（福祉部門との連携）  特に強く連携して対応した件数 22 件  
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  住宅セーフティネットとしての役割を担う公共性の強い市営住宅の特性を理解し、特

に福祉的な配慮を必要とする方が安心して生活が営めるようきめ細かい配慮を行うと

ともに、専門知識を有する福祉部門(区役所の福祉部門や包括支援センター、区社会福祉

協議会など)と連携し、必要とされている支援へつなぎました。 

 (主な事案) 

・住戸内での入居者の安否確認について、対象者が生活保護世帯や単身高齢者の場合は、

区役所の福祉部門や包括支援センター、区社会福祉協議会等と連携した対応を行いま

した。 

・単身入居者が近隣トラブルを起こす事案があり、精神状態が不安定であるため、区役

所や社会福祉協議会、病院の担当者と連携・協議を行い対応しました。 

・若年単身入居者が、夜中に大音量で音楽やラジオを継続的に流し、近隣から苦情が絶

えず指導に苦慮している事案について、警察や区役所などと連携し、本人の精神状態

を鑑み現在の状況では自活することが困難であることから、施設入所に繋げました。 

・高齢単身入居者が夜中に大声で叫んだり、室内のご自身の荷物を共用廊下に投げ出す

など、何度も注意・指導を行うも改善せず、区役所や地域包括支援センターや病院の

相談員、他の関係機関とケース会議を行い、継続した指導・支援を行った結果、本人も

了承の上で施設入所に繋げました。 

・認知症の疑いがある高齢単身入居者において、以前から様々な支援を拒否されている

状況であったが、地域包括支援センターやオレンジチーム（認知症初期集中支援チー

ム）と連携を行い、粘り強く接触していく中、介護サービスの支援に繋げることが出

来ました。 

・近隣住民よりゴミ出しや買い物など一人での生活が困難な高齢単身入居者がいると通

報を受け、地域包括支援センターと連携し親族を交えて介護認定の手続きを行い、介

護サービスに繋げました。 

 

④ 入居者支援（家賃減免（更新）出張相談・受付）  

 家賃減免（更新）出張相談・受付業務について、高齢者を対象としている個別訪問によ

る対応は巡回管理受付業務実施時（巡回対象住宅の自治会に巡回受付管理業務の実施に

ついてお聞きし、実施希望のあった瓜破西住宅と瓜破 2 丁目住宅のみ）に行いました。

ご事情により当センターへの来所や郵送による手続きが困難な方には、家賃減免申請及

び各種手続きなどの問合せ内容を良くお聴きして、現場巡回時などの機会に手続きがで

きるよう努めました。 

 

⑤ 入居者募集住戸の間取り図・写真の提供  

昨年度に引き続き、随時募集中の住戸について、間取り図等を弊社ホームページに掲

載し入居申込時の情報提供を行いました。 

 

 

⑥ 入居者募集時の空住戸の見学  
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空住戸の見学件数は以下の通りです。 

・7 月募集（長吉長原東住宅で実施） 

  7 月 5 日（案内 7 件）・7 月 10 日(案内:9 件) 

・2 月募集（瓜破東１丁目住宅で実施） 

  2 月 6 日(案内:6 件)・2 月 13 日(案内:9 件) 

   

⑦ コミュニティ形成・活性化支援  

・自治会の共益費徴収事務等をサポートするため、自治会長宛に入居開始日と入居住戸

番号のみを記載したリストを送付しました。 (628 件送付） 

・窓口来訪された外国人の方とコミュニケーションを図るため、通訳の派遣やスマート

フォンの翻訳アプリなど活用して、丁寧な対応を行ってきました。 

・新たに入居される外国人の方に対して、弊社が英語、中国語、韓国語に翻訳した「住

まいのしおり」の簡易版を作成し配付しました。 

・令和６年度においては、自治会との日々のやり取りの中で受けた修繕や防災等の相談

事に対し、区役所等公共機関にも協力いただき集会所を利用したイベントの開催を行

いました。 

 ※コミュニティ形成・活性化支援の取組み状況は、「５．自主事業の実施状況及び収支の

状況」にも記載しています。 

 

（３）モニタリング実施状況  

・モニタリングの実施につきましては、当センターに来所された方へアンケート（以下「来

訪者アンケート」という。）の協力をお願いするとともに、入居者へのアンケート（以下

「入居者アンケート」という。）として管轄する団地から無作為に抽出した 4 団地の入居

者へアンケートを実施いたしました。 

・センターへは様々なご相談が寄せられます。時には対応に相当な時間を要する事案もあ

りますが、弊社のこれまでの経験を活かして職員が根気強く話を聴き、市営住宅の目的

を理解し、お客様に納得頂けるように丁寧な対応に努めました。また、定例の業務連絡

会において、お客様の接客時に生じたトラブル事例について職員間で共有し、その接客

対応の検証と改善を行いました。 

・「来訪者アンケート」では弊社職員の接遇対応について概ね高評価を頂けていますが、申

請案内を一斉発送された時期や各種申請関係の月末締切前などは来訪者が多く、どうし

ても待ち時間が長くなりご不便をおかけする状況になります。担当者への相談等の必要

がない申請、届出については「出すだけポスト」の利用を昨年度から積極的に周知し有

効に活用されています。 

・また、「入居者アンケート」でも満足度については、お礼の言葉もあり概ね高評価を頂く

ことができましたが、修繕関係や苦情対応に厳しいご意見もありました。「入居者アンケ

ート」へ寄せられたご意見については、適切に対応しました。 

・頂いたご意見を今後のサービスの向上に活かして、入居者のニーズに応えられるよう継

続的に職員の業務スキルの向上を図ってまいります。 



- 7 - 

 

・その他、施設の管理運営状況や事業計画の実施状況などについて、毎月「業務チェック

シート」を作成し業務全般に関する自己点検・自己評価を行いました。 

 〇「来訪者アンケート」  

  項目：「言葉遣いと態度」「窓口の迅速さ」「説明のわかりやすさ」 

   普通以上の割合：99.2％ （上記３項目の項目平均値） 

〇「入居者アンケート」 

  来所時の窓口対応項目：「言葉遣いと態度」「窓口の迅速さ」「説明のわかりやすさ」 

   普通以上の割合：96.0％ （上記３項目平均値） 

  電話対応項目：「言葉遣い」「電話対応のスムーズさ」「説明のわかりやすさ」 

   普通以上の割合：93.4％ （上記３項目平均値） 

  修繕業者の対応項目：「親切・丁寧さ」「迅速さ」「施工の状態」 

   普通以上の割合：92.9％ （上記３項目平均値） 

 なお、当センターの利用者及び入居者の満足度の成果目標は、80％以上となっていま

す。アンケートの結果の詳細は「別表１５」を参照してください。 

 

（４）令和６年度の業務運営上の課題の改善や取組み 

・月 1 回定例開催される指定管理調整会議へ業務責任者である当センター所長が出席し月

次の業務報告を行うとともに、市との情報を共有し業務実施上の課題等についても協議

を行いました。 

・家賃、駐車場使用料の滞納整理業務におきましては納付勧奨業務を実施し、成果目標と

なる収納率達成に向けてより効果的かつ効率的な取組みを進めてきました。 

年間の収納率向上に向けた電話による納付勧奨件数（休日、夜間を含む）は、延べ約

10,930 件に及びます。当センターの来訪件数は年間約 23,500 件で、その内家賃等の納

付などの来訪件数は約 7,800 件にのぼり、全来訪者数の 3 割以上を占めています。当セ

ンターが対応する窓口納付の件数が非常に多く、納付忘れからの滞納に繋がらないよう、

その都度、家賃納付の口座振替への切替えを呼びかけています。また、各種手続きや住

まい方等の相談で来訪された際には、必ず家賃等の納付状況を確認し納付が遅れている

場合は支払期日を確認して納付勧奨を行っています。さらに、年度末の 3 月には約 42 件

の呼出状の追加発送を行うなど、収納率向上に向けた取組みを出来得る限り行いました。 

・納付相談においても、入居者の生活状況や支払い能力など、滞納となる原因と実情を丁

寧に確認し、滞納の原因を取り除くことができるよう福祉減免制度の説明や状況に応じ

て区役所の福祉関係機関（生活保護窓口・生活困窮窓口・地域包括支援センター）を紹

介するなど長期滞納とならないように努めました。 

・家賃決定のための収入認定補助業務については、収入申告書の受付・審査及び住宅管理

システムへの入力業務など約 2 万件の処理を５ヶ月間の限られた期間で平常業務と並行

して行う必要があることから、業務の適正な進捗管理を徹底するため、より効率的な業

務手法などについて事前に担当者間で数回にわたる打ち合わせを行いました。具体的に

は、集中して業務処理を行うための作業場所の確保や従事人員の重点配置を行いました。
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また、収入申告審査時に不適正入居が判明した事案について、速やかに是正指導を行う

ことができるよう担当者間で連携し、適正入居へ向けた指導を行いました。 

・当センターの立地上、来訪者が非常に多く収入申告受付時などのピーク時では、来訪者

の待ち時間が長時間に及ぶことがあります。そのため受付窓口が集中する時期の対応策

として令和３年度より「出すだけポスト」を設置しています。今年度も引き続き「出す

だけポスト」の利用促進に向けて当センター待合室にポスター掲示を行うなど周知を徹

底し、出来る限り来訪者の待ち時間の短縮に努めました。併せて事務所を活用したサー

ビスの向上対策として、来所いただいた際の待ち時間に見ていただけるよう待合室の座

席背面に熱中症・ヒートショック等四季ごとにご注意いただきたい内容と時間外緊急連

絡センターの連絡先の掲示を行いました。 

・事務所が単独建物であるため、自主的な防災訓練として水消火器を使用した消火器訓練・

防火防災訓練・AED 講習会（Web）、防犯対策としてさすまた使用訓練を実施し、来所者お

よび職員の安全確保等に努めました。 

・文書連絡と電話連絡を行っても意思疎通が困難であると考えられた場合は、当センター

の立地を活かし職員が直接ご自宅を訪問し入居者の方へ丁寧に説明を行い、福祉関係機

関へサポートをお願いするなど可能な限り入居者が円滑に制度を活用できるように取り

組みました。 

・迷惑行為等について、ゴミや物の溜め込みによる異臭や入居者間のトラブル事案、共益

費の滞納などが生じましたが、毅然とした指導を行うとともに、当事者と丁寧に対話を

続けながら当該行為の原因を的確にとらえて必要に応じて区役所や地域福祉関係機関、

親族と連携し対応を行いました。   

・精神的に不安定な状態から迷惑行為を行う入居者については地域包括支援センターを始

めとした関係機関と解決に向けたケア会議を行いました。今後も関係機関と連携を取り

丁寧な対応を行います。 

・猫を多頭飼育している単身高齢入居者について、入居者だけではなく親族に対しても協

力依頼を行い、協力者を得ることで自主的な解決を図ることができました。 

・自治会運営において、入居者間のコミュニティが希薄となり、共益費未払い問題について

多くの自治会から相談を受けています。当センターからも自治会の方と協力して督促指

導を行うなど、自治会運営の支援を行いました。 

・施設の管理におきましては、昨年度と同様に建替事業による移転後の住宅における不法

投棄や住戸内電気配線等の盗難などの防犯対策のため、敷地内への侵入防止対策や防犯

カメラの設置を行い、不法投棄などを抑止することができましたが、令和６年３月以降水

道メーターの盗難事案が多数発生したため、平野警察署や自治会と速やかに情報共有を

行い、警察による巡回強化や現地に注意喚起文書を掲示するなど防犯活動の強化を行っ

ています。 

・令和６年度より、市営住宅の浴室に浴槽がない住宅へ市が給湯器や浴槽等の設備を設置

する業務が新たに始まりました。開始にあたり、入居者が設置した浴槽や給湯器等につ

いては、令和６年４月以降の退去から浴槽等の所有権を放棄することが出来ることとな

ったため、市（指定管理者）で撤去を行うことになりました。その為、退去の説明時に
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混乱が生じないよう市と業務の取扱いについて協議した結果に基づき、当センター職員

が数回にわたりその対応方法を検討してきました。退去の連絡があった際に浴槽撤去の

取扱いに変更がある旨の説明を令和６年３月から開始し、検討内容を踏まえた丁寧な説

明を行い、混乱することなく業務を実施できました。 

 また、浴室改善業務に関しても事前に協力業者との調整を十分に行ったため、依頼のあ

った 119 件の浴槽設置工事を実施し、完了予定工期内に全ての設置工事を完了させるこ

とができました。 

・令和６年度の経常補修業務においては、施設の劣化等による事故の発生リスクを軽減す

るために事業費の執行状況や今後の計画改修工事の実施予定、建築及び設備の保守点検

並びに敷地等の巡回点検結果等を勘案した予防保全的な補修工事を自治会等との協議も

踏まえ積極的に行いました。 

 〇予防保全的に実施した主な補修工事 

  住棟及び付属棟の外壁補修、昇降機付属設備取替、給水装置取替など 

・引き続く原材料価格等の高騰から補修工事費に大きな影響が生じています。そのため当

センターにおきましては、工事の質の低下を来すことが無いよう業務代行料の範囲内で

可能な限りの補修工事を行っているところですが、この状況で推移しますと収支計画に

多大な影響を及ぼすことが想定されるため、その経費の対応について、市と協議を行っ

ていく必要があると考えています。 

 

【東喜連第５住宅２号館における補修業務】 

・当該住宅を使用するにあたり、市から全 149 戸の特別空家補修工事及びその他の整備等

の依頼を一括で受け、令和 7 年 1 月末までに補修工事等を完了し、市へ引き継ぎました。 

 

【平野住宅管理センター増築工事に伴う業務】 

・増築棟へ繋がる通路を確保するために、既存棟の執務室のレイアウト変更を行いまし

た。協力業者以外にも多くの当センター職員が作業を行い、翌日からの通常業務を滞

りなく開始することが出来ました。 

 ・また、既設の駐輪場の閉鎖に伴い、仮設駐輪場へ来所者を誘導するやなど、必要に応

じた協力を行ってきました。 

 

（５）その他  業務に関連する状況  

①地域との連携  

 当センターは平野区のみの市営住宅を所管しており、入居者サービスの向上のためにも

地域との連携を深めることが重要であると認識しています。その為、積極的に平野区社会

福祉協議会主体の実務者会議に出席するなど、地域コミュニティへの参加や市営住宅の居

住者の支援策などについても協議を行って参りました。引き続き、地域の各団体とも連携・

協力しながら入居者サービスの向上に努めていきます。 
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②空住戸、駐車場空区画の有効活用  

 公営住宅の空住戸、駐車場空区画の活用事例等について、弊社が独自に各自治体の地方住宅

供給公社へ調査し、その調査結果を大阪市に報告しました。 

  

③人権研修等各種研修の実績  

 業務を行うために必要となる基礎研修から、住宅管理や接遇などに特化した専門的なスキ

ルを習得する研修や役職ごとに求められる能力に合わせた研修まで幅広く実施しすること

で、市営住宅管理のプロフェッショナルとなる人材育成に取り組みました。 

  各種研修実績につきましては、「別表１６」のとおりです。 

 

④環境への配慮の取組み状況  

  弊社では、環境省の認証・登録制度である「エコアクション 21」の認証を受けるとともに、

関西広域連合が展開している関西エコオフィス宣言事業所に登録しています。 

  その他、「認定ＮＰＯ法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」が実施しているペッ

トボトルキャップ回収運動への参加や身近なヒートアイランド対策へ貢献するために本社

前で「大阪打ち水大作戦 2024」（令和６年８月７日）を実施しました。また、大阪マラソン

開催に合わせて、弊社として「大阪マラソン“クリーンＵＰ”作戦」（令和７年２月１日）

に参加し、職員が本社周辺のゴミ拾いを実施しました。 

 

⑤個人情報保護への取組み状況  

  大阪市セキュリティ対策基準を遵守し、セキュリティ対策の取り組みを強化しました。 

さらに大量の個人情報を適正に取り扱い、確実に保護するために、「JISQ15001-個人情報

保護マネジメントシステム要求事項」に基づくプライバシーマークを継続して取得して

います。PDCA サイクルを活用して個人情報保護マネジメントシステムを機能させ、常に

個人情報保護を最適化しています。また、組織的、人的、物理的、技術的の４つに分類

される安全管理措置を行い、個人情報保護を確実なものとしています。 

  なお、個人情報保護の教育研修の実績につきましては「別表１７」のとおりです。 

 

⑥障がい者の雇用状況について 

    弊社の障がい者の雇用状況につきましては、令和７年３月３１日現在の実雇用率は 3.47％

となっており、障害者雇用促進法 43 条第 1 項に基づく法定雇用率（2.8％以上）を充足して

います。 
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４．市営住宅等の管理に要した経費等の収支状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．収　入 (単位:円)

計画額 実績額 備　　考

1,050,418,000 1,050,418,000

886,679,815 886,679,815

1,937,097,815 1,937,097,815

２．支　出 (単位:円)

計画額 実績額 備　　考

人件費 218,472,000 240,463,498

事務費 67,212,000 71,416,428

事業費 1,651,413,815 1,608,942,588

1,937,097,815 1,920,822,514

３．収支

0 16,275,301　収　支（ア－イ）

項　　目

業務代行料（年度協定書第２条第２項に定める以外の業務代行料）

業務代行料（年度協定書第２条第２項に定める業務代行料）

収　入　計　【ア】

項　　目内

　

　

　

　

訳支出　計　【イ】
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５．自主事業の実施状況及び収支の状況  

（１）自主事業の実施状況  

①住宅管理センターニュースの発行など 

 弊社の市営住宅ホームページに入居者向けの情報発信として「住宅管理センターニュー

ス」を掲載するなど、引続き機会を捉えて入居者へのコミュニティ形成支援等、入居生活

に役立つ情報発信に努めてきました。 

 また、市営住宅にお住いの外国人の方に向けに「住まいのしおり簡易版（外国語編）」を

掲載しました。 

 

 

 

「住まいのしおり簡易版【英語】」 「住まいのしおり簡易版【中国語】」 「住まいのしおり簡易版【韓国語】」
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 ②買い物支援（移動スーパー）  

弊社では、市営住宅での実施に向けて自社物件での移動スーパーの導入事例などを踏

まえた具体的な実施計画を市へ提案し、弊社と市において市営住宅敷地内での移動スー

パーの実施にあたり様々な視点から検討を重ね、弊社において実施要綱を策定し、令和

５年２月より、市営住宅で移動スーパーを実施することができる環境整備ができました。 

  実施手順など、弊社の市営住宅のホームページで移動スーパーの協力事業者の募集及

び自治会等からの買物支援（移動スーパー）の要望受付などについて周知をしていま

す。自治会と弊社に登録済みの移動スーパー協力事業者との調整を経て、現在下記の

１０団地（１５ヵ所）で実施しています。 

・長吉六反東第１住宅 

・長吉六反北住宅 

・瓜破東第２住宅 

   ・瓜破西住宅 

  ・長吉長原東第４住宅 

  ・加美東第１住宅 

  ・加美東第２住宅 

  ・加美北第３住宅 

  ・長吉川辺住宅 

  ・瓜破東住宅 
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【実施手順の概要】 

 

 

 

③単身高齢者見守り  

  ・弊社では令和３年度に「大阪市住宅供給公社見守りサポート協力事業者登録制度」を立

ち上げ日常業務で市営住宅とのつながりを持つ事業者に登録いただき、例えばポストに

郵便物が溢れているなどの異変を感知した際には、弊社に通報頂くなどの見守りの取り

組みを行っています。現在、当センター管轄内の見守りサポート協力事業者は 20 社と

なっています。 
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・昨年度に引き続き、希望する入居者の方に協力事業者が有料で、冷蔵庫の開閉センサー

を設置して一定期間冷蔵庫の開閉が無いなどの異変をセンサーで感知し、親族等へメ

ール通知するサービスの提供について、弊社の市営住宅のホームページや全自治会等

への案内チラシの配布、新たに入居される方へ案内リーフレットなどを配布し周知し

ました。 

・また、新たに入居される方のうち、65 歳以上の単身高齢者に対しては、万が一、急病

や事故などで救急隊が住宅内に立ち入る必要が生じた際に、迅速かつ確実にご家族や

関係者へ連絡が取れるよう、窓口にて「緊急連絡先カード」（冷蔵庫などにマグネット

で貼付可能なカード）を配付しました。 

 

④高齢者・障がい者等への生活支援  

 入居者の生活支援策として、当センターで入居者のお困りごとについての相談をお受け

し、相談内容に応じて弊社の協力事業者や社会福祉協議会などが実施している生活支援

事業の紹介を行いました。 

 実施にあたっては、原則有料で協力事業者と入居者の契約によることとしています。 

周知ビラを配架するとともに、弊社の市営住宅のホームページで周知を行いました。 

（相談を受け紹介を行った主な内容）（紹介件数 1,034 件） 

 室内蛍光灯・火災報知器（電池）等の交換、排水管清掃、畳・襖等の取替、給湯器の設

置、室内清掃、残置物撤去の業者紹介の案内など 

 

⑤自治会活動支援   

 自治会の共益活動における相談内容に応じて、提供可能な支援について、弊社の協力事

業者を紹介しました。 

 実施にあたっては、原則有料で協力事業者と自治会の契約によることとしています。周

知ビラを配架するとともに、弊社の市営住宅のホームページで周知を行いました。 

 （相談を受け紹介を行った主な内容）（紹介件数 7 件） 

  ・共益費の徴収代行業務、給排水管の清掃業務、防鳥ネット、防犯カメラの設置 

  ・共用部分の清掃活動について相談があった自治会へ協力事業者の紹介を行いまし

た。（紹介件数のうち 2 件） 

 

⑥コミュニティ形成支援  

  コミュニティ形成支援として、イベントの開催支援の周知ビラを配架するとともに、

弊社のホームページへの掲載や全自治会等へ案内チラシの配布を行いました。取り組み

の再掲になりますがコミュニティ形成イベント等に向けた令和６年度に実施したイベ

ントは下記のとおりです。 

  

・当センター職員による「住まいのメンテナンス講座」を開催（加美北第３住宅） 

 住民から自治会に対して、補修工事等の相談を受けることが多く、対応に苦慮してい

る。住民に補修が必要な際の対応について啓発してもらえないか。また、排水管清掃
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（自治会実施分）後に個々に排水管を詰まらせ業者を手配することが多々あるため、

住民に日常的に気を付けるよう啓発してもらえないかとの相談を受け、当該講座を開

催するに至りました。開催にあたり事前に当該住宅の空家にて排水関係の写真を撮影

するなど資料の作成も行いました。参加の皆様からは、「参加してよかった、資料もわ

かりやすかった」など開催について好意的なお言葉を頂戴しました。（参加者数：12 名） 

・平野区役所防災担当による「防災講座」を開催（長吉長原東第４住宅） 

 自治会との日々のやり取りの中で「住民間の関わりが希薄になってきている」「災害時

における行動や対処方法について」などの相談を受け平野区役所に協力いただき講座開

催に至りました。平野区役所からは備蓄品や共助の大切さ等をわかりやすく説明参加の

皆様からは、「備蓄品や常日頃の近所付き合いの大切さに気付けた」とお言葉を頂戴し

ました。講座終了後当センターより特殊詐欺が増加しているため注意いただくよう注意

喚起のチラシを配布しました。（参加者数：30 名） 

・令和 5 年度より瓜破東第２住宅にて自治会が地域のコミュニティ作りを目的に開催し

ておりました「さろん」については、一時期休止されていましたが、再始動の支援を行

い再開に至りました。 

 10 月にボランティアのハーモニカ奏者による「歌声喫茶」を開催したところ、参加さ

れた皆様からのご好評を受け、翌 11 月にも「歌声喫茶」が開催されました。 

2 月には区民まつりの漫才ライブの優勝者（一般の部・小学生の部）による「漫才ラ

イブ」が開催されました。当日、住宅の集会所には高齢者から若年層に至るまで、大勢

の幅広い年齢層の方々に「漫才ライブ」の鑑賞にお越しいただき、「笑い」を通じて、交

流を深められた取り組みになりました。 

・平野警察による「特殊詐欺防止講座」と当センター職員による「住まいのメンテナン

スミニ講座」を開催（瓜破東住宅） 

自治会より住民に高齢者が多く、近年、特殊詐欺も増えてきていることから、何かで

きることはないかとの相談を受け、平野警察協力のもと講座の開催に至りました。 

平野警察が作成したチラシを元に最近起こった特殊詐欺についての紹介や、対処法、

また防犯対策として安まちアプリの紹介などの勉強会の後、当センター職員による住ま

いに役立つ情報（結露の対処法や鍵が入りにくくなった時の手法など）として「住まい

のメンテナンスミニ講座」を行いました。 

  全講座終了後には瓜破地域包括支援センターより「訪問販売・勧誘お断り」のマグネ

ットが参加された方全員に配布されました。参加の皆様からは「どちらの講座も講師の

方が内容をかみ砕いて話してくれたのでわかりやすかった。」「特殊詐欺についてたくさ

んの情報を聞けて良かった」とお言葉を頂戴しました。（参加者数：27 名） 
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（２）自主事業の収支の状況  

 

 

 

６．業務実施状況資料  （別表資料編）  

 

 〇別表１     年間来訪件数の推移  

 〇別表２     入退去等の手続業務件数  

 〇別表３-１   住宅及び附帯駐車場に係る各申請・届出等の受付件数  

 〇別表３-２   住宅及び附帯駐車場に係る各申請・届出等の受付件数  

 〇別表４     夜間・休日の緊急連絡対応件数  

 〇別表５     保管義務等違反、苦情及び不正入居等の対応件数  

 〇別表６     使用承認状況証明書及び自動車保管場所使用承諾証明書の発行件数  

 〇別表７     連絡員選任状況  

 〇別表８     貸付停止住宅等における空家住戸数相当分の電気料金支払い状況  

 〇別表９     巡回受付管理業務実施状況  

 〇別表１０    家賃決定のための収入認定及び家賃、駐車場使用料変更（収入更正、減免）等  

           に係る補助業務  

 〇別表１１    家賃・附帯駐車場使用料の収納及び滞納整理業務の実施状況  

 〇別表１２    高額所得者明渡等請求補助業務実施状況  

 〇別表１３    施設の補修・整備に関する業務及び保守点検（業務委託分）の実施状況  

 〇別表１４    新築住宅引継ぎ業務件数及び建替住棟閉鎖対応件数  

 〇別表１５    来訪者及び入居者アンケート結果  

 〇別表１６    人権研修等各種研修の実績  

 〇別表１７    個人情報保護への取組み状況  

１．収　入 (単位:円)

計画額 実績額 備　　考

0 0

0 0

２．支　出 (単位:円)

計画額 実績額 備　　考

自主事業に関する経費 150,000 0

150,000 0

３．収支

-150,000 0

項　　目

自主事業収入　

　収入　計　【ア】

項　　目

　支出　計　【イ】

　収　支（ア－イ）



〇年間来訪件数の推移（令和６年度） 別表１　

【平野住宅管理センター来訪件数推移】
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〇入退去等の手続業務件数 別表２

事　　　項 件数 備　考

入居鍵渡し件数 649

市営住宅返還届件数 962
※建替事業による
　退去者数を含む

附帯駐車場使用承認書交付件数 230

附帯駐車場返還届件数 320



〇住宅及び附帯駐車場に係る各申請・届出等の受付件数 別表3－１

件数

名義変更承認申請 357

同居承認申請 162

併用承認申請 0

付属施設名義変更申請 0

工作物設置等承認申請 44

共同施設等工作物設置等
承認申請

5

原状回復の免除申請 0

共用部等照明器具ＬＥＤ化承認申請 0

市営住宅返還届（別表2の再掲） 962

緊急連絡先【変更】届 693

同居者異動届 467

改姓届 22

一時不在届 288

身体障がい者補助犬関係届 2

家族従業員異動届 0

保証人廃止届 18

市営住宅団地内での自主緑化活動にかかる栽培箇所設置届 0

大阪市営住宅工作物設置等届出書 184

可搬式二重浴槽設置届 0

事　　　項

各
種
申
請

（

入
居
関
係
）

各
種
申
請

（

施
設
関
係
）

各
種
届
出
受
理



〇住宅及び附帯駐車場に係る各申請・届出等の受付件数 別表３－２

事　　　項 件数

市営住宅附帯駐車場使用申込書兼誓約書 292

市営住宅附帯駐車場使用申込書兼誓約書（入替） 144

市営住宅附帯駐車場使用者住所変更届 62

市営住宅附帯駐車場自動車（変更）届 337

市営住宅附帯駐車場返還届（別表2の再掲） 320

行政財産使用許可申請受付（駐車場） 9

市営住宅附帯駐車場使用承認申請書 292

市営住宅附帯駐車場名義変更申請書 22



〇夜間・休日の緊急連絡対応件数 別表４

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

警報受信件数 541 25 192 107 445 117 30 606 80 94 171 109 2,517

補修対応件数 6 0 3 8 4 4 1 9 1 3 5 7 51

警備員出動件数 34 64 84 93 17 11 5 9 7 16 8 41 389



〇保管義務等違反、苦情及び不正入居等の対応件数 別表5

・保管事務違反、苦情対応

火災関係 8

入居者の安否確認等 296

入居者又は入居者以外の者等の
原因による物損

13

放置車両処理 0

苦情 5,384

・不正入居等の対応

措置済み件数 対応継続中

前年度繰越分 2 2 0

当該年度 0 0 0

前年度繰越分 27 27 0

当該年度 71 50 21

前年度繰越分 10 5 5

当該年度 11 7 4

その他
（手続未済等）

区 分 年 度 件　数
内訳　(件数)

不正入居

長期不在

事　　項 令和6年度



〇「使用承認状況証明書」及び「自動車保管場所使用承諾証明書」の発行件数 別表６

報　告　事　項

使用承認状況証明書
（退去証明書・新築証明書含む）

自動車保管場所使用承諾証明書

〇連絡員選任状況（R7.3.31時点） 別表７

項　　目

選　任　数（Ａ）

(管理戸数)

未 選 任 数

(不在戸数)

選 任 計 画 数（Ｂ）

選  任  率（A/B)

受託管理戸数

※除去予定住宅については、選任計画数に含まない。

〇貸付停止住宅等における空家戸数相当分の電気料金支払い状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別表８

対象住宅

35

年間支払額（円）

9,410,730

備　　考

162

件数

511

291

84.6%

23,088

件　　数

137

(18,882)

25

(4,206)



〇巡回受付管理業務実施状況 別表9

巡回対象団地
申請、届出

相談受付件数

喜連第３ 0

瓜破東８丁目 1

長吉第２ 1

瓜破東１丁目 1

瓜破２丁目 25

長吉六反東 0

長吉長原東第4（東） 0

長吉長原東第4（西） 0

RC加美長沢 0

加美東第2 0

瓜破西 346

総計 374



〇家賃決定のための収入認定及び家賃、駐車場使用料変更（収入更正、減免）等に係る補助業務 別表10

件　数 備　　考

申告書受理 107

不足書類等請求 49

システム入力 143
１件につき複数の入力項目が
ある場合有

申告書受理 18,752

不足書類等請求 724

システム入力 19,184
１件につき複数の入力項目が
ある場合有

家賃額の変更有 494

家賃額の変更無 42

40

新規分 768

更新分 4,996

339

214

新規分 53

更新分 435

3

13

敷金還付請求業務 請求書送付 138

駐車場保証金還付請求業務 請求書送付 316

家賃福祉減免業務

決定通知書発行

却下通知書発行

取消通知書発行

駐車場使用料減免業務

決定通知書発行

却下通知書発行

取消通知書発行

事　　項

収入申告業務

現年度家賃算定

次年度家賃算定

応能減額業務

区分変更通知書発行

区分変更無の通知書発行



〇家賃・附帯駐車場使用料の収納及び滞納整理業務の実施状況　 別表１１

件数等

件　数 6,455

金　額（円） 265,728,185

件　数 27

金　額（円） 1,362,500

件　数 1,371

金　額（円） 20,850,317

件　数 1

金　額（円） 12,600

938

77

12

175

19

3

10,930

461

143

102

13

口座振替手続

住宅及び附帯駐車場使用料滞納整理業務

家賃・附帯駐車場使用料（電話・訪問）
納付勧奨件数

「保証人説得依頼通知書」発行件数

「呼出状」発行件数

代理納付滞納者　督促件数

代理納付滞納者　催告件数

新規件数

変更件数

廃止件数

附帯駐車場 使用料

新規件数

変更件数

廃止件数

住宅使用料

項　目 内　容

使 用 料 収 納

住宅使用料

窓口受理

郵送受理

附帯駐車場 使用料

窓口受理

郵送受理



〇高額所得者明渡請求等補助業務実施状況 別表１２

件　数 備　　考

30
令和６年度に市から高額所得者として
住宅明渡の通知を発送した者

高額解除 17
収入変動に伴う高額所得者認定を解除した件数
（年間累計）

自主退去 5 年間累計

定年退職による猶予数 1 年間累計

明渡督促中 7 年間累計

件　数 備　　　考

44 年間延べ件数

83 年間延べ件数

事　　項

住宅明渡指導対象

上
記
の
内
訳

面談指導

電話指導

指導状況



〇施設の補修・整備に関する業務及び保守点検（業務委託分）の実施状況 別表１３

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

空家補修 976 331 52 78 62 121 78 26 48 8 170 0 2

1 一般空家指示 743 176 52 78 62 121 73 22 48 8 103 0 0

2 建替空家指示 233 155 0 0 0 0 5 4 0 0 67 0 2

浴室改善事業 119 0 0 0 0 0 0 0 8 18 25 22 46

1 浴槽設置工事 119 0 0 0 0 0 0 0 8 18 25 22 46

2 入居者設置浴槽等撤去工事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経常補修・・・（伝票+伝票以外） 5,063 200 442 420 431 364 355 309 433 359 323 615 812

1 建築関係各所改修 1,600 59 159 146 160 145 115 100 156 112 78 147 223

2 給水関係各所改修 1,583 75 156 98 134 87 115 92 134 167 126 193 206

3 電気ガス関係各所改修 330 4 38 46 9 29 15 35 28 21 17 40 48

4 給湯器取替 657 45 33 20 37 39 50 39 45 15 54 123 157

5 集会所緊急補修 15 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 4 4

6 植栽等管理業務：業務委託 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 植栽等管理業務：緊急対応 61 1 7 11 13 6 4 5 6 4 2 1 1

8 遊戯施設補修 13 1 3 1 1 1 1 1 4

9 防犯灯設備・補修 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 公共用地整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 附帯駐車場補修 345 12 26 41 24 26 18 18 44 22 12 44 58

12 敷地管理緊急補修（菜園）　　　　　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 量水器取替：工事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 量水器取替：緊急対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 消防設備点検等：緊急対応 442 2 20 52 47 30 37 18 18 17 33 63 105

16 建物点検：緊急対応 14 2 3 2 1 6

6,039 531 494 498 493 485 433 335 481 367 493 615 814

大阪市からの指示 21 1 4 4 2 0 2 3 2 1 0 2 0

1 集会所整備工事 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

2 既存市営住宅における新たな駐車場整備工事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 自走式及び機械式駐車場の平面式化工事等 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 コンクリートブロック塀の改修工事等 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

5 ケア付住宅における緊急通報設備補修 5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0

6 その他の工事等 10 0 2 3 0 0 1 1 1 0 0 2 0

施設の保守点検実施件数（業務委託分） 29 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 給水衛生設備保守点検 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 電気設備保守点検 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 電気工作物等保守点検 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 水槽清掃等 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 塵芥貯留排出装置保守点検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 消防設備保守点検 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 建物・遊具点検 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

8 附帯駐車場消防設備点検 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 昇降機設備保守点検 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計

補修項目
実施件数
（年間分）

件数
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〇新築住宅引継業務件数及び建替住棟閉鎖対応件数 別表１４

新築住宅引継業務件数

地域特賃

公営 改良 再開発 特賃
（すまい
りんぐ）

1 371 371 0 0 0 0

建替事業にかかる住棟等閉鎖状況

住宅数 2

建替事業にかかる住棟等一部閉鎖解除状況

住宅数 0

住宅数 戸数

種別内容
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① 受付窓口対応

≪入居者アンケート結果≫

≪来訪者アンケート結果≫ 別表１５



③修繕業者の対応

②電話対応

別表１５≪入居者アンケート結果≫



〇人権研修等各種研修の実績 別表１６

実施又は受講日 対象者

基礎研修

人権研修 9月20日、27日 全職員

コンプライアンス研修 2月14日～3月5日 全職員

個人情報保護・情報セキュリティ研修 7月16日～7月31日 全職員

普通救急救命講習 11月20日、11月21日、11月22日 全職員

メンタルヘルス研修 10月1日～10月25日 全職員

一般研修

階層別研修

4月8日～4月9日 新規採用者

クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順を学ぶ 6月18日、8月28日 新規採用者

課題設定力研修～主体的な問題解決のための手法とマインド6月4日 新規採用者

管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する 9月18日 新任課長代理

新任課長研修～管理職に求められるマネジメント・采配力（２日間）7月29日～7月30日 新任課長

職員パワーアップ研修

救急法講習（心肺蘇生法・AED使用コース） 10月18日 指定職員

賃貸住宅メンテナンス主任者試験 12月～3月 指定職員

キャリアデザイン研修

40代向けキャリアデザイン研修 3月10日 指定職員

10月21日、11月26日 指定職員

研修項目

50代向けキャリアデザイン研修

（新入社員・新社会人向け）ビジネス基礎研修



専門研修

技術研修

9月19日、2月4日 指定職員

11月19日～11月20日 指定職員

10月15日～10月21日、10月26日 指定職員

10月11日、12月17日 指定職員

9月4日～9月5日 指定職員

3月24日 指定職員

サービス向上研修

接遇研修 9月20日、9月27日 指定職員

認知症サポート養成講座 10月24日 指定職員

あいサポート研修 10月25日 指定職員

防災士（新規） 9月19日～9月20日、12月12日～12月13日 指定職員

ユニバーサルマナー検定（新規） 3月8日、3月18日、3月19日 指定職員

サービス介助士（新規） 3月6日～3月7日、3月25日～3月26日 指定職員

防災介助士（新規） 3月1日 指定職員

CPP（個人情報管理者資格）（更新） 2月 指定職員

認知症介助士 1月24日、3月18日 指定職員

その他の研修

異業種交流研修

ミドルクラス交流研修 10月17日～10月18日 指定職員

中堅社員交流研修 10月24日～10月25日 指定職員

若手社員交流研修 10月3日～10月4日 指定職員

一般建築物石綿含有建材調査者講習

低圧電気取扱業務特別教育（新規）

一級建築士事務所　建築士定期講習

職長・安全衛生責任者教育講習

被災建築物応急危険度判定（養成）講習

公共建築工事品質確保技術者資格試験、更新



 〇個人情報保護への取組み状況 別表１７

◎個人情報保護の教育研修実績

1．実施期間

令和6年7月16日 ～ 令和6年7月31日

2．実施要領

「令和6年度個人情報保護全体教育テキスト」により「eラーニングに」よる

教育研修を実施

（教育の内容）

・ＪＩＳＱ１５００１の概要

・個人情報の取得、利用、提供、委託などの取扱ルールの再徹底

・個人情報の安全管理策の再徹底

（確認テストの実施）

・１０問。

3．対象者

役員、固有職員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員、アルバイト、民間派遣職員の全職員

を対象に「eラーニング」による教育研修を実施。

4．教育成果

教育内容の理解度テスト実施し、初回で不正解となった問題を正解できるまで繰り返し出

題することや全問正解後に出題箇所となったテキストの該当ページを再確認させることなど

により、全職員が個人情報の適正な取扱いに係る重要性について、より理解を深めることが

できた。


